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第１章  総  則 

第１条 本会は東海大学機友会(以下「本会」という)と称し、東

海大学同窓会(以下「本部同窓会」という)の学科同窓会

に属する東海大学工学部動力機械工学科系の学科同窓会

である。 

２． 本会の本部を東海大学湘南校舎工学部動力機械工学科事

務室(以下「本部事務室」という)におく。 

第２条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて工学部動力機

械工学科および大学院工学研究科機械工学専攻(以下「学

科」という)の発展に寄与することを目的とする。 

第２章  事  業 

第３条 本会は、第２条の目的を達成するために次の事業をおこ

なう。 

(1)会員相互の親睦、情報交換および研修等の事業。 

(2)学科および在学生の活動、行事の支援。 

(3)会員の管理および会報等の発行。 

(4)機友会賞の授与(学科在校生を卒業時表彰)。 

(5)本会の目的を達成するために必要な事業 

２． 本会の運営・活動・広報など会員との情報交換はコンピ

ューターネットワーク(以下「ネット」という)を主な手

段として活用する。 

(1)本会は本部同窓会とリンクした本会のホームページ

を運用して会員に情報を提供し情報を共有する。 

(2)会員は、本活動をネットで検索し相互情報交換をす

るなどして、本会に積極的参加をおこなう。 

第４条 本会は本部同窓会と協力して前条の事業を行うことがで

きる。 

第５条 事業報告は、総会に報告する。 

第６条 事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日迄とする。 

第３章  会  員 

第７条 本会は次の会員により構成される。 

(1)名誉会員： 本会に対し特に功績が有り、理事会の推

薦により、総会で承認を得た者。 

(2)特別会員： 正会員が在籍中および現在勤務の学科教

職員。 

(3)正会員： 東海大学工学部動力機械工学科系を卒業

した者、ならびに理事会の推薦により、総

会で承認を得た者。 

※東海大学工学部動力機械工学科系とは、

東海大学工学部機械工学科、機械工学

科動力機械専攻、工学部動力機械工学

科、第二工学部機械工学科をいう。 

(4)学生会員： 学科在学生。 

(5)院生会員： 大学院の在学生。ただし、学科卒業生は正

会員とする。 

(6)賛助会員： 本会の主旨に賛同し、理事会の承認を得

た個人および団体。 

２． 会員登録内容の変更 

会員は、登録時の内容(氏名・現住所・連絡先など)に変

更が生じたときはすみやかに本部同窓会事務局(校友

課)に連絡する。 

第４章  役員および役員会 

第８条 本会は次の役員をおきその定数は次のとおりとする。 

(1)会長： １名 

(2)副会長： 若干名 

(3)評議員： 各卒業年度毎に若干名 

(4)理事： 多数 

(5)事務局長： １名 

(6)会計局長： １名 

(7)監事： 若干名 

(8)支部長： 各支部１名 

２． 前項の役員の他に名誉会長を１名および顧問若干名を

置くことができる。 

第９条 役員の任務は次の通りとする。 

(1)会長： 本会の代表および理事会の議長を兼任

し、本会の運営を統括する。 

(2)副会長： 会長を補佐し、会長に事故ある時は、会

長の任務を代行する。 

(3)評議員： 正会員を代表し、重要事項を審議決定

する。 

(4)理事： 本会の日常業務について協議し、実行

にあたる。 

(5)事務局長： 本会の事務を行い、各部に対する適切

な連絡を行う。 

(6)会計局長： 理事会の方針に基づき、日常の会計業

務および会費の管理をおこなう。 

(7)監事： 本会事業の監査および会計監査をおこ

なう。 

(8)支部長： 支部を代表し支部の運営統括をおこな

う。 

２． 名誉会長および顧問の任務は次のとおりとする。 

名誉会長： 本会の名誉ある会長業務をおこなう。 

顧問： 本会の運営に助言をおこなう。 

第 10条 本会の役員は、正会員とする。ただし名誉会長、顧問 

はこの限りではない。 

第 11条 役員の選出は、次の通りとする。 

(1)会長： 評議員会もしくは理事会の推薦によ 

り、総会の承認による。 

(2)副会長： 会長の任命による。理事会への報告を

必須とし、議事録にその記録を残す。 

(3)評議員： 各年度の卒業生より互選する。 

(4)理事： 会長の任命による。理事会への報告を

必須とし、議事録にその記録を残す。 

(5)事務局長：会長の指名により理事会の承認による。 

(6)会計局長：会長の指名により理事会の承認による。 

(7)監事： 評議員会もしくは理事会の推薦により

総会の承認による。 

(8)支部長： 会長の任命による。理事会への報告を

必須とし、議事録にその記録を残す。 

２． 名誉会長および顧問の委嘱は次のとおりとする。 

名誉会長： 理事会の推薦により、総会の承認によ

る。 

顧問： 理事会の推薦により、会長が委嘱する。 

第 12条 本会は次の役員会をおき、その任務は次のとおりとす

る。 

(1)評議員会 

①会長、副会長および評議員により構成される。 

②会長の招集または、評議員の過半数の要請が有る

場合に開催し、本会の重要事項を審議決定する。 

③評議員会議長は評議員の互選による。 

④評議員会の決議は、出席評議員(委任状を含む)の 

過半数による。 

⑤議長は書記を任命し、次の事項による議事録を作

成する。 

イ．評議員会の日時および場所 

ロ．出席者数 

ハ．議案書 

ニ．議案審議の要旨ならびに議案可否の結果 

(2)理事会 

①会長、副会長および理事により構成される。 

②会長の招集により随時開催し、日常業務を協議実

行する。 

③理事会は各部会および各専門委員会を設置し任務

を遂行することができる。 

④理事会は本会の目的を円滑に遂行するため、細則

および規定を別に定めることができる。 

⑤理事会の決議は出席理事(委任状を含む)の過半数

による。 

⑥議長は書記を任命し、次の事項による議事録を作

成する。 

イ．理事会の日時および場所 
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ロ．出席者数 

ハ．議案書 

ニ．議案審議の要旨ならびに議案可否の結果 

(3)監査委員会 

①監事によって構成され本会の事業および会計を

監査し、適切な助言をおこなう。 

第 13条 役員の任期は３年とし、再任を妨げない。 

第５章  総  会 

第 14条 総会は評議員会の要請もしくは理事会の要請により会

長が招集する。 

２． 総会は、正会員により構成される。 

３． 総会議長は、出席会員の互選による。 

第 15条 総会の議決事項は次のとおりとする。 

(1)予算ならびに事業計画 

(2)決算ならびに事業報告 

(3)監査報告 

(4)会長、幹事、名誉会長の承認 

(5)会則の改定 

(6)会費の改定 

(7)本会の解散 

(8)その他会長が必要とする事項 

２． 総会の議決は、正会員出席総数(委任状を含む)の過半

数による。 

第 16条 議長は書記を任命し、次の事項による議事録を作成す

る。 

(1)総会の日時および場所 

(2)会員数および出席者数(委任状を含む) 

(3)議案書 

(4)議案審議の要旨ならびに議案可否の結果 

第６章  会  計 

第 17条 本会の運営は会費およびその他の収入をもっておこな

う。 

第 18条 正会員は別に定める方法により会費を納入する。 

第 19条 決算および会計監査は事業年度毎に行う。 

第７章  支  部 

第 20条 本会は、次の支部をおくことが出来る。 

(1)地方支部 

(2)学生支部 

(3)海外支部 

第 21条 支部の規約は評議員会の承認による。 

第 22条 支部には支部長をおき、本部との連絡をとる。 

付  則 

１．会費は次のとおりとする。 

・１０年間の会費 10,000円 

・０５年間の会費 06,000円 

・０３年間の会費 04,000円 

２．会則改定 

・本会則は、１９８１年１１月／第１回総会議決により制定す

る。 

・１９８４年／第２回総会議決により一部改正 

・１９９３年／第５回総会議決により一部改正 

・２０１０年／第１２回総会決議により一部改訂 

・２０１３年／第１３回総会決議により一部改訂 


